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四大公害裁判の概要四大公害裁判の概要

原告138人は四大公害

訴訟中最大。この判決
が、自主交渉組や公調
委調停に大きな影響を
与えた。

チッソへの損害賠償請求。被告チッソが原因につ
いて争わず、故意・過失が争点に。判決は、被告
の注意義務違反を指摘し、過失責任があったこと
を認めた。 また、1959年の見舞金契約中の損害

賠償請求権の消滅条項については、公序良俗に
反するもので無効とした。

水俣病１次

1969提訴⇒1973
確定（一審）

※その後も訴訟が
相次ぐ。

近接・同時立地の６社
に共同不法行為認定。
疫学で因果関係認定。

現三菱化学、中部電力等６社に損害賠償請求。
共同不法行為責任と、立地・操業の注意義務違
反を過失とし、また、疫学に基づく因果関係を認
定した。

四日市公害

1967提訴⇒1972
確定 （一審）

原因物質排出推認か
ら法的因果関係を認め、
過失による公害被害と
認めた。

昭和電工に損害賠償請求。排水との因果関係お
よび被告の故意または過失責任が主たる争点。
被告に故意証拠ないが、人の生命身体の安全確
保に対する注意義務違反が指摘された。

新潟水俣病１次

1967提訴⇒1971
確定（一審）

法的因果関係は健康
影響を数量的厳密さで
確定する必要はない。

三井金属鉱業に損害賠償請求。疫学的立証法に
臨床・病理的所見を加えて、病気発生と排水との
因果関係を認定した。（注）鉱業法の無過失責任規定に基づく訴え。

イタイイタイ病１次

1968提訴⇒1972
確定（一審）

ポイント請求及び判決の概要公害事件
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水俣病発生地域
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水俣病問題の概括

大阪高裁判決：58人中51人に損害賠償を認める。（確定）

最高裁は国（水質規制）と熊本県（漁業調整規則）の違法を認める。

関西訴訟原告（水俣から関西に移り住
んだ未認定患者）

約1900人（2006．5.10現在で集計した環境省資料による）関西訴訟最高裁判決後の認定申請者

約12,000人1995 年の政治解決による救済者数

熊本・鹿児島・新潟合計で累計約3000人
（内訳：熊本：約1800人、鹿児島：約500人、新潟：約700人。）

※胎児性水俣病患者は熊本で64人、新潟で1人（上記の内数）

認定患者数（公害健康被害の補償等
に関する法律に基づく認定）

※新潟県は独自条例で救済措置開始

熊本・鹿児島：チッソ㈱水俣工場、新潟：昭和電工㈱鹿瀬工場

（いずれも、アセトアルデヒド製造工程からの排水によるもの）
水俣病の原因企業

四肢末端優位の感覚障害、運動失調、視野狭窄、聴力障害、言語
障害、振戦（手足の震え）

典型的な症状（認定基準が複数症状を
要件とし、未認定者が多数生ずる）

メチル水銀は比較的排泄されやすい。中枢神経系を侵し、胎盤を
通過しやすい。いったん生じた脳・神経細胞の障害は完全な回復
が望めないが、リハビリによりある程度症状が回復した例は多数。

メチル水銀の体内代謝

魚介類を通じたメチル水銀の摂取による中毒性の神経疾患水俣病の発症機構

＊関西訴訟最高裁判決後の2005年にさらに未認定患者による損害賠償請求訴訟。
2010年4月までに和解が成立。 最終的には3万人が救済されると見られる。
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水俣病の発症機構

メチル水銀の副生と排出
（アセトアルデヒド製造工程排水）

メチル水銀を魚介類が吸収
（エラ・消化管から体内に吸収）

魚介類中でメチル水銀高濃度
（食物連鎖を通じて高濃度に蓄積）

メチル水銀汚染魚介類摂取
（日常的に多量に摂取した漁民等）

中毒性の神経疾患発症
（劇症から軽い症状まで多様）

【毛髪中の水銀濃度指標】

WHO：環境保健基準 Hg＜50ppm。
厚生省：妊娠女性11ppm超で胎児に影響も。
日本人平均：男2.5ppm、女1.6ppm （吉田6.09）

※自覚症状者172人中、50ppm以上61名、うち200ppm以上
が21人であった（1965年の新潟県・新潟大調査の結果）

【毛髪中の水銀濃度指標】

WHO：環境保健基準 Hg＜50ppm。
厚生省：妊娠女性11ppm超で胎児に影響も。
日本人平均：男2.5ppm、女1.6ppm （吉田6.09）

※自覚症状者172人中、50ppm以上61名、うち200ppm以上
が21人であった（1965年の新潟県・新潟大調査の結果）

水質汚濁防止法の排水基準

総水銀0.005mg/ℓ。アルキル水銀
不検出（定量限界0.0005mg/ℓ）

1973年国の魚介類暫定基準値：
総水銀0.4ppm、メチル水銀
0.3ppm以下（マグロを除く）

1973年に摂取限度0.48μg メチル水銀 /体重kg/日

旧水質二法に基づ
く規制実施は操業
停止後の1969.2
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原因確定までの壁（第1の壁）

1956年5月1日
熊本水俣病公式発見

1968年９月２６日

政府公式見解

行政の不作為

企業の不法行為

1965年５月31日
新潟水俣病報告

1956．8 熊本大学の臨床疫学調査⇒チッソ排水疑い

1957.3 県、入院患者措置、漁獲自粛、原因不明の方針

※熊本水俣病訴訟は四大公害裁判で最も遅れて提訴された

新潟水俣病訴訟（1967） 四日市訴訟（1967） イタイイタイ病訴訟（1968） 水俣病訴訟（1969）

科学者等の
非協力・撹乱

空白の１２年

1957.9 厚生省、食用禁止措置の適用を否定

1959．10 チッソがネコ400号実験で発症するも隠蔽

1959.10.6 食品衛生調査会の部会で有機水銀説が報告

1959.11.12 食品調査会が有機水銀が原因と厚生大臣に答申⇒同日部会解散

1960.4 政府の「研究連絡協議会」で清浦雷作は有機アミン説。熊大が反論。

1961.3 胎児性水俣病発生

1962 工程でメチル水銀の副生を確認する論文
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対策を阻んだ事情

企業（チッソ㈱）の不法行為

1957 県・大学の工場内調査に非協力
1958 百間港排水⇒水俣川河口へ排水

⇒患者の発生地域が拡大⇒戻す
1959 有機水銀説に反論
1959 ネコ400号実験結果を隠蔽
1959 サイクレーター設置して対策偽装

（Hg除去効果無し）⇒循環方式に
1959 公序良俗に反する「見舞金契約」*を

被害者と調印
1960 日本化学工業協会が日本医師会

会長田宮氏を擁し「田宮委員会」を発
足させ熊大にも研究費を供与。
有機水銀説と他因説（アミン説）の併
記でマスコミ報道を撹乱する結果に。

1968 チッソのアルデヒド製造工程が稼動を

停止

※横暴が通用する企業城下町の特殊性も

企業（チッソ㈱）の不法行為

1957 県・大学の工場内調査に非協力
1958 百間港排水⇒水俣川河口へ排水

⇒患者の発生地域が拡大⇒戻す
1959 有機水銀説に反論
1959 ネコ400号実験結果を隠蔽
1959 サイクレーター設置して対策偽装

（Hg除去効果無し）⇒循環方式に
1959 公序良俗に反する「見舞金契約」*を

被害者と調印
1960 日本化学工業協会が日本医師会

会長田宮氏を擁し「田宮委員会」を発
足させ熊大にも研究費を供与。
有機水銀説と他因説（アミン説）の併
記でマスコミ報道を撹乱する結果に。

1968 チッソのアルデヒド製造工程が稼動を

停止

※横暴が通用する企業城下町の特殊性も

行政（特に国）の怠慢

1957 熊本県は原因不明とのスタンス
1957 厚生省食品衛生法の適用による食用

禁止措置を否定
⇒1958に患者が再び発生することに

1959 食品調査会に特別部会置き有機水銀

中毒説報告されたが、厚生大臣答申の
後に部会は解散し、各省連絡会に。

1959 通産省が排水処理設置指導

⇒サイクレーター事件へ
1959 国会調査団視察するも政治の進展なし
1959 通産省局長がアミン説を各省連絡会で

披露し、後に田宮委員会報告にも登場
1960 経企庁が不知火海の一部を旧水質保

全法の調査対象地域に
1968 厚生省がメチル水銀中毒との公式見解
1969 旧工場排水法による規制

※「科学性」を隠れ蓑に調査研究に明け暮れ

行政（特に国）の怠慢

1957 熊本県は原因不明とのスタンス
1957 厚生省食品衛生法の適用による食用

禁止措置を否定
⇒1958に患者が再び発生することに

1959 食品調査会に特別部会置き有機水銀

中毒説報告されたが、厚生大臣答申の
後に部会は解散し、各省連絡会に。

1959 通産省が排水処理設置指導

⇒サイクレーター事件へ
1959 国会調査団視察するも政治の進展なし
1959 通産省局長がアミン説を各省連絡会で

披露し、後に田宮委員会報告にも登場
1960 経企庁が不知火海の一部を旧水質保

全法の調査対象地域に
1968 厚生省がメチル水銀中毒との公式見解
1969 旧工場排水法による規制

※「科学性」を隠れ蓑に調査研究に明け暮れ
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（出典）水俣病情報センターHPから
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メチル水銀生成機構

（注）アセチレン水付加反応によるアセトアルデヒド製造工程において、

①アセトアルデヒド生成の副反応（触媒劣化反応）として反応器内で生ずる

②生成されたアセトアルデヒドと無機水銀イオンの反応によっても生ずる。
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水俣の特殊事情（「水俣病の科学」に詳しい）

① チッソ水俣工場ではアセトアルデヒドの生産量が多い
② メチル水銀化合物副生量が異常に多い（195１年に助触媒のMnをFeに変更したこと）
③ 工業用水中が多量の塩素イオンを含んでいたため、生じたメチル水銀化合物が揮発性

の塩化メチル水銀となり、母液中のアセトアルデヒドの蒸発・蒸留の過程で精溜塔へ移行
し、精ドレン排水とともに排出された

④ 水俣湾が不知火海の内海のため排出されたメチル水銀化合物が十分に拡散せず魚介
類に高濃度に蓄積された

⑤ 周辺地域で魚介類を多食する生活習慣があった

典型的な食事。（水俣病資料館、09/03/13 吉田撮影） （出典）水俣病の科学（西村、岡本）249頁から
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被害補償制度の壁（第2の壁）（熊本水俣病を例に）

1956年 県・市が医療補助

生活扶助を適用した救済

1959年12月チッソと患者団体

が「見舞金契約」に調印

死亡者：弔慰金30万円+発病以降10万円/年＋葬祭料2万円。

生存者：発病以降10万円/年。原因が確定しても追加補償なし。

1968年９月政府公害病見解

で再びチッソと患者の交渉

1969年4月厚生省

補償処理委員会

一任派

責任明示なく和解契約
（1970年5月）

死亡：170-400万円
生存者：80-220万円
＋年金17-38万円

1969年12月公害健康

被害救済特別措置法

訴訟派（一次）

一審判決（1973年3月）
死亡：1800万円
生存者：1800-1600万円
の損害賠償支払い
見舞金契約無効とする

一審判決（1973年3月）
死亡：1800万円
生存者：1800-1600万円
の損害賠償支払い
見舞金契約無効とする

1973年7月補償協定

（一次訴訟と同条件）

新認定患者

公害等調整委員会の
調停（1973年4月）
訴訟派の一審判決と
同額の一時金と治療費
等を支給する合意

認定棄却者

二次、三次訴訟
東京訴訟、京都訴訟、
福岡訴訟 （長期化）

関西訴訟

1973年10月公害健康被害の補償に関する法律に基づく補償
（1987年に「公害健康被害の補償等に関する法律」に改正）

1995年9月紛争解決の
協定締結（260万円）

2004年10月最高裁
判決（400～800万円）

訴訟未決者

和解勧告相次ぐ

県、市の斡旋もあり

病像論及び行政の責任が焦
点。関西訴訟最高裁判決は、
「感覚障害だけで認めるべ
き」との高裁判決を支持。

T. Yoshida Laboratory, T. Yoshida Laboratory, E&EE, Waseda Univ. E&EE, Waseda Univ. 

12

まとめと課題

1. チッソの相次ぐ犯罪的行為は何に動機づけられていたのか？
＊チッソの経済力、技術力、市長、市議会への影響力、企業城下町

2．水俣病の原因解明の滞りを盾にした行政の不作為を防ぐ手段はなかったか？
3．患者認定が混乱してきた原因は何か？
＊1971年の環境庁事務次官通知の方針が、1977年の通知で変更され、複数の症候がみられる患者のみを

水俣病とするとの判断基準。非典型的な症例の増加。補償制度が後追い。

4．科学者が水俣病解決に果たした功罪をどうみるべきか？

＊産業界寄りの学界の存在、大学の実力、県の技術職員

【参考となる図書・情報】
①原田正純 水俣病 1972 岩波新書
②石牟礼道子 苦界浄土 －わが水俣病 1972 講談社文庫
③桑原史成 写真集 （水俣の人々 1998 草の根出版会）
④西村肇・岡本達明 水俣病の科学 2001 日本評論社


